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健康情報の取扱い規程 

2023年10月30日 

 

『そもそも論』の第12回は、2019年から各事業者に作成が義務づけられている「健康情報取扱規

程」です。厚生労働省から手引きが出されており、その中に参考資料として『雛型』が掲載されて

いますが、これにはちょっと問題があります。まず、前文に「規程の目的」が書かれており、第一条

の目的に「取扱い上の注意」が書かれています。それはご愛敬としても、以下の諸点が実質的な

問題です。 

 

第一に、社内医療機関における健康情報の取扱いに関する文言がないことです。事業所内に病

院や診療所（医務室）が設置されていることは少なくないと思います。医務室という名称であって

も、医行為を行うために医療法に基づいて保健所に診療所開設届出がなされていることが多いで

しょう。事業者が設置したとはいえ、社内組織というより独立した医療機関としての振る舞いが求め

られます。健康情報に関しても、事業所の取扱規程の如何にかかわらず厳重な情報管理が必要

になり、個別診療のカルテや誰が受診したかなどは門外不出です。就業管理上必要な情報は社

外の医療機関と同様に本人から伝えてもらうか、本人の依頼もしくは明示的な（＝文書による）同

意により事業者に提供することになります。そのため、健康情報取扱規程に「社内医療機関には

本規程を適用しない」旨の記載が必要です（添付規程例の第2条第2項第5号）。 

 

第二に、「健康情報を利用する者」として医療職・心理職のほかに上司（管理監督者）や人事部門

が記載されると思いますが、そのほか同僚にも協力を求める場合があります。そのため、（やや包

括的な書き方で）「管理監督者から特に協力を求められた者」を加える必要があります（添付規程

例の第3条第6項）。 

 

第三に、本規程は各事業者で制定されている「個人情報の保護に関する規程」（一般規程）に対

する特別規程に位置づけられるので、健康情報に固有な事項以外は記載する必要がありませ

ん。雛型にある「第三者から提供を受ける場合の取扱い」「事業承継や組織変更に伴う引継ぎ」

「苦情の処理」「周知の方法」「教育・啓発」も一般の個人情報の枠組みで行えばよいことなので、

健康情報取扱規程への記載は不要です（添付規程例の第4条）。 

 

このようにすると、骨太で、結構スッキリした規程になります。私が勤めていたところで法規担当者

といっしょにゼロベースで作った規程を一般化したものを添付しますので、ご参照ください。 
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